
別添 

 

第１ 登録申請等 

 

 １ 登録申請書 

   登録試験機関の登録を申請しようとする者は、様式第１号によ

る申請書に、必要とされる資料を添えて提出すること。また、添付

する書類については、次によること。なお、健康増進法に規定する

特別用途表示の許可等に関する内閣府令（平成 21 年内閣府令第 57

号。以下「内閣府令」という。）第９条第２項第１号に掲げる登記

事項証明書は、添付を省略することができる。 

（１）試験員の履歴書については、少なくとも、生年月日、住所、最

終学歴（学科名まで記載）及び職歴（理化学的検査又は細菌学的

検査のいずれかに従事した旨、若しくは従事している旨）が記載

されているものであること。 

なお、試験員については、当該試験機関において、試験業務に

専ら従事する者でなければならないこと。 

また、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号。以下「法」とい

う。）別表中欄に規定する「相当する課程」及び「同等以上の知

識経験を有する者」とは、次によるものであること。 

① 「相当する課程」とは、化学系列課程又は食品（栄養）関係

系列課程とすること。 

② 第三号における「同等以上の知識経験を有する者」とは、次

のア～エのいずれかを満たす者とすること。 

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく専修学校の

専門課程において畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化

学の課程又は化学系列課程若しくは食品（栄養）関係系列課

程を修めて卒業した後、１年以上理化学的検査の業務に従事

した経験を有する者（同法第 102 条第１項本文の規定により、

大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認められるものに限る。） 

イ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程において工業化

学の課程又は化学系列課程若しくは食品（栄養）関係系列課

程を修めて卒業した後、３年以上理化学的検査の業務に従事

した経験を有する者（同法第 132 条の規定により、大学に編

入学することができるものに限る。） 



ウ 学校教育法に基づく専修学校の高等課程又は高等学校に

おいて、化学系列課程又は食品（栄養）関係系列課程を修め

て卒業した後、５年以上理化学的検査の業務に従事した経験

を有する者（同法第 90 条第１項の規定により、大学への入学

に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められるものに限る。） 

エ 旧中等学校令（昭和 18 年勅令第 36 号）に基づく中等学校

において、化学系列課程又は食品（栄養）関係系列課程を修

めて卒業した後、５年以上理化学的検査の業務に従事した経

験を有する者 

③ 第六号における「同等以上の知識経験を有する者」とは、次

のア～エのいずれかを満たす者とすること。 

ア 学校教育法に基づく専修学校の専門課程において畜産学、

水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又は化学系列課程若

しくは食品（栄養）関係系列課程を修めて卒業した後、１年

以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者（同法第

102 条第１項本文の規定により、大学院への入学に関し大学

を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに

限る。） 

イ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程において生物学

の課程又は化学系列課程若しくは食品（栄養）関係系列課程

を修めて卒業した後、３年以上細菌学的検査の業務に従事し

た経験を有する者（同法第 132 条の規定により、大学に編入

学することができるものに限る。） 

ウ 学校教育法に基づく専修学校の高等課程又は高等学校に

おいて、化学系列課程又は食品（栄養）関係系列課程を修め

て卒業した後、５年以上細菌学的検査の業務に従事した経験

を有する者（同法第 90 条第１項の規定により、大学への入学

に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められるものに限る。） 

エ 旧中等学校令に基づく中等学校において、化学系列課程又

は食品（栄養）関係系列課程を修めて卒業した後、５年以上

細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者 

 

なお、学校教育法に基づく専修学校の専門課程を修了して大学

に編入学し、これを卒業した者については、法別表中欄に規定す



る大学を卒業したものと同様に取り扱うこととする。この際、当

該大学が、専修学校における履修を当該大学における履修とみな

し、単位の修得を認定した科目については、大学において修めた

科目として資格確認を行うこととする。 

外国の大学に在学していた者が国内の大学に入学し、これを卒

業した場合についても、同様とする。 

 

（２）許可試験部門及び信頼性確保部門の組織を明らかにする書類と

は、法人の組織図等であって、信頼性確保部門が専任の部門であ

ることが明らかになっているものとする。許可試験部門の責任者

は、自ら業務を行うほか、業務の内容に応じてあらかじめ指定し

た者（以下「事業所試験部門責任者」という。）に行わせること

ができるが、その場合にあっては事業所試験部門責任者が専任で

あること等が明らかとなっているものであること。また、信頼性

確保部門の責任者は、自ら業務を行うほか、業務の内容に応じて

あらかじめ指定した者（以下「事業所信頼性確保部門責任者」と

いう。）に行わせることができるが、その場合にあっては事業所

信頼性確保部門責任者が専任であること等が明らかとなってい

るものであること。 

（３）機械器具その他の設備の品名は、法別表第一欄に掲げる機械器

具その他の設備名で記載されているものであること。また、所在

場所の記載に当たっては、その場所が明らかとなるよう、許可試

験を行う事業所の建物の構造（木造又は鉄筋造の別）及び部屋の

配置を記した配置図（簡略なもの）を添付すること。 

（４）試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者とは、「登録試

験機関における許可試験の業務管理について」（令和２年４月１

日付け消食表第 107 号消費者庁食品表示企画課長通知）に定める

業務を行う者であること。 

（５）役員の略歴については、生年月日、住所、最終学歴、職歴のほ

か、法第 46 条第１項第３号に規定する特別用途食品営業者の役

員又は職員（過去２年間に特別用途食品営業者の役員又は職員で

あった者を含む。）に該当するか否かを記載するものであること。 

（６）許可試験業務以外の業務の概要については、その業務の内容に

ついて種類ごとに具体的に記載されているものであること。 

 

２ 登録の更新の申請書 



登録の更新を申請しようとする者は、様式第２号の申請書に、必

要とされる資料を添えて提出すること。また、登録の更新の申請書

に添付する書類については、１によるほか、次によること。 

（１）標準作業書など内閣府令第９条第２項第４号に掲げる書類の

添付は省略することができる。 

（２）許可試験の業務の実績に関する資料は、過去３事業年度につ

いて、以下の事項に関する概要を作成し提出すること。 

  ア 第２の２（１）ア～クに掲げる許可試験の試験項目ごとの試 

験実施件数 

  イ 内部点検、精度管理及び外部精度管理の結果（実施時期、実施

内容、結果、改善状況等） 

  ウ 信頼性確保部門責任者等の研修の実施状況（実施時期、その内

容等） 

 

 ３ 事務所の変更の届出 

    事業所の所在地等の変更の届出をしようとする者は、様式第３

号の届書を提出すること。 

 

第２ 試験業務規程 

   試験業務規程の認可を受けようとする者は、様式第４号の申請

書を提出すること。また、試験業務規程の変更の認可を受けようと

する者は、様式第５号の申請書を提出すること。  
 

１ 試験業務規程の記載事項 

試験業務規程の記載事項については、次によること。 

（１）申請を受けることができる件数の上限とは、１日に処理が可能 

な試験検査の件数の上限を記載するものであること。 

なお、当該上限の設定に当たっては、法に基づく許可試験以外

の検査等の実施件数も考慮すること。 

（２）試験手数料の額は、試験業務規程そのもの（細則等を含まない） 

において定める必要があり、その変更を行う場合は、試験業務規

程の変更として消費者庁長官の認可を受ける必要があること。ま

た、その額の算定方法及び当該額の算定に関する資料の添付につ

いては、２によること。 

（３）内閣府令第 12 条第２項第 10 号に掲げる事項として、少なくと

も次の事項が規定されているものであること。 



ア 許可試験の概要の明示に関する事項 

イ 許可試験に付随する出張業務に関する事項 

ウ 試験申請の手続に関する事項 

エ 試験手数料の明示に関する事項 

オ 許可試験結果通知書の発行に関する事項 

 （４）試験業務規程のほか、試験業務に関して細則を定めている場合

には、その細則が添付されているものであること 

（５）申請者が定めている他の規程等の規定を試験業務規程に準用し

ている場合には、その規程等が添付されているものであること。 

 

 ２ 試験手数料の額 

（１）法第 43 条第４項の試験手数料は、次に掲げる試験項目ごとに 

算定されるものであること。 

 ア 乳児用調製乳の許可試験 

 イ 幼児用食品の許可試験 

 ウ 妊産婦用粉乳の許可試験 

 エ 病者用食品の許可試験（許可基準型） 

 オ 病者用食品の許可試験（個別評価型） 

 カ 授乳婦用粉乳の許可試験 

 キ えん下困難者用食品の許可試験 

 ク 特定保健用食品の許可試験 

（２）許可試験の手数料は、次のア及びイの和をもって算定されるも

のであること。 

 ア 試験に要する経費のうち人件費にあっては、次の（ア）及び（イ）

の和で算定する。 

（ア） 直接費 試験業務に直接従事する人員に要する経費（直接

経費であれば全てを含む。)をいい、１時間当り平均単価を

算定し当該試験に要する時間を乗じて算定する。 

（イ） 間接費 試験業務に直接従事する人員以外の遂行に要す 

る人員に要する経費の直接試験業務に従事する人員に要す 

る経費に対する割合の比率を直接費に乗じて算定する。 

 イ 試験に要する経費のうち物件費にあっては、次の（ア）及び          

（イ）の和で算定する。 

（ア） 直接費 試験に直接に消費される物件の経費で薬品費（原

則として購入価格による）、消耗器材費、備品費等で算定す

る。 



（イ） 間接費 試験業務の遂行に要する文具費、印刷製本費、光

熱水料費及び通信運搬費等の試験に直接に消費される物件

の経費に対する割合の比率を直接費に乗じて算定する。 

（３）試験業務規程の認可申請に添付する許可試験の手数料の額の

算定に関する資料については、様式第６号から様式第 10 号まで

によるものであること。 

なお、旅費等を徴収する場合については、実費に相当する額を

徴収すること等の記載を試験業務規程において行うとともに、

算定基準に関する資料を添付すること。 

 

第３ 業務の休廃止の許可の申請 

許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けよ

うとする者は、様式第 11 号の申請書を提出すること。 

 

第４ 財務諸表等の備付け及び閲覧 

 

１ 内閣府令第 14 条の「電磁的記録に記録された事項を紙面又は出

力装置の映像面に表示する方法」とは、電子ファイル等に記録され

た事項を印刷し、又はディスプレイ等に表示することをいうもの

であること。 

 

２ 内閣府令第 15 条第１号の「送信者の使用に係る電子計算機と受

信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情

報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに当該情報が記録されるもの」とは、電子メールによる送信、ホ

ームページからのダウンロード等の方法をいうものであること。 

 

第５ その他 

 

１ 登録の申請及び登録の更新の申請に係る行政手続法（平成５年法

律第 88 号）第６条の規定による標準処理期間は、90 日とする。 

 

２ 登録試験機関の役職員については、守秘義務が適用されるほか、

罰則の適用について公務員とみなされること。 

 



３ 消費者庁長官への登録の申請等については、都道府県等を経由し

て行う必要はなく、消費者庁食品表示課へ直接申請等を行うもので

あること。 

  



様式第１号  

 

 

登 録 申 請 書 

 

年  月  日 

 

 消費者庁長官 殿 

 

所  在  地  

名    称 

代表者の氏名       

           

 

 健康増進法第 44 条の登録試験機関の登録を受けたいので、同法第 46

条の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

２ 許可試験を行う事業所の名称及び所在地 

  

 備考  

  １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

    ２ 収入印紙は、消印をしないこと。 

  



様式第２号 

 

 

登 録 更 新 申 請 書 

 

年  月  日 

 

 消費者庁長官 殿 

 

所  在  地  

名    称 

代表者の氏名       

 

 

 健康増進法第 44 条の登録試験機関の登録の更新を受けたいので、同

法第 47 条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 登録番号 

 

２ 登録の有効期限   年  月  日 

 

３ 許可試験を行う事業所の名称及び所在地 

  

 備考  

  １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。  

    ２ 収入印紙は、消印をしないこと。 

  



様式第３号                 
 

設 置 
事 業 所 廃 止 届 

変 更 
 

年  月  日 

 

 消費者庁長官 殿 

 

所  在  地  

名    称 

代表者の氏名       

    

 

             設置 

 許可試験を行う事業所を廃止したいので、健康増進法第 49 条の規定           

 変更 
 
により次のとおり届け出ます。  
 
 
    設置 

１ 廃止しようとする事業所の名称及び所在地 

    変更 

 

    設置          設置 

２ 廃止の理由及び廃止しようとする年月日 

    変更          変更 

 

    設置 

３ 廃止しようとする事業所における許可試験のための機械器具その 

    変更 

他の設備 

 

備考 

  変更届にあっては、１及び３は、変更前及び変更後を対照して記

載すること。 

  



様式第４号 

 

試験業務規程の認可申請書 

 

年  月  日 

 

 消費者庁長官 殿 

 

所  在  地 

名    称 

代表者の氏名       

    

 

 試験業務規程の認可を受けたいので、健康増進法第 50 条第１項の規

定により別添のとおり申請します。 

  



様式第５号 

 

試験業務規程の変更認可申請書 

 

年  月  日 

 

 消費者庁長官 殿 

 

所  在  地 

名    称 

代表者の氏名       

    

 

 試験業務規程の変更の認可を受けたいので、健康増進法第 50 条第１

項の規定により別添のとおり申請します。 

 

１ 変更の内容 

 

２ 変更の理由  

 

 備考 

     １は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 

  



様式第６号 

試験手数料の額及び算定基礎 

試験項目 

（１） 

試験手数料 

（２） 

人 件 費 （３） 物 件 費 （４） 

直接人件費 

（Ａ） 

間接人件費 

（Ｂ） 

合計（Ａ＋Ｂ） 

（Ｃ） 

直接物件費 

 （Ｄ） 

間接物件費 

（Ｅ） 

計（Ｄ＋Ｅ） 

（Ｆ） 

 

（例） 

 

○○○○試験 

 

 

 

  

（時間） 

（○○時間） 

  ○○○円

（○○時間） 

  ○○○円 

 

     

注１ 試験項目（１）欄は、 試験の項目ごとに記入すること。 

 ２ （Ａ）欄は、試験業務に直接従事する人員に要する経費（直接経費であれば全てを含む。）をいい、１時間当り平均

単価を算定し当該試験に要する時間を乗じて算定した額とし、当該項目ごとの試験所要時間を「カッコ」中に記入する

こと。この場合において、試験所要時間を当該許可試験項目に係る試験に要する平均時間をもって当該項目の所要時

間としている場合には、その平均時間を算出した内訳についての資料を添付すること。 

 ３ （Ｂ）欄は、試験業務に直接従事する人員以外の試験の遂行に要する人員に要する経費の直接試験業務に従事する人

員に要する経費に対する割合の比率を直接費に乗じて算定した額とすること。 

 ４ （Ｄ）欄は、試験に直接に消費される物件の経費で薬品費（原則として購入価格による）、消耗器材費、備品費等で

算定した額とすること。この場合において、試験所要物件費を当該許可試験項目に係る試験に要する平均物件費をも

って当該項目の所要物件費としている場合には、その平均物件費を算出した内訳についての資料を添付すること。な

お、直接物件費の消耗率は、次を参考に算出されたい。 



    薬品類  100％ 

    消耗器材 100％ １回の試験において全部消耗するもの 

    消耗器材  ５％ 常時使用するもの、または破損しやすいもの     

          ２％ その他 

    備  品 0.01％ 

 ５ （Ｅ）欄は、試験業務の遂行に要する文具費、印刷製本費、光熱水料費及び通信運搬費等の検査に直接に消費される

物件の経費に対する割合の比率を直接費に乗じて算定した額とすること。 

 

 

様式第７号 

直接人件費算出内訳 

     経費項目 

氏名 

    

 円  

   

注１ 様式第６号の直接人件費の内訳として作成すること。 

 ２ 経費項目は、例えば給与、賞与、通勤手当等諸手当、社会保険等の区分により記入すること。 

 ３ 当該経費は直近の過去１年の事業実績を基礎とするものとし、その年度を備考欄に記入すること。 

 ４ 試験業務に直接従事する者に要する経費の１時間当り平均単価の算出方式を備考欄に記入すること。なお、平均単価

は、「直接人件費総額÷直接試験従事者数÷12 か月実動時間＝１時間平均単価」により算出されていること。 

  

  

 

合 計 備 考 

 円 円  

    



様式第８号 

間接人件費算出内訳 

     経費項目 

氏名 

    

 円  

   

注１ 様式第６号の間接人件費の内訳として作成すること。 

 ２ 当該経費は直近の過去１年の事業実績を基礎とするものとし、その年度を備考欄に記入すること。 

 ３ 人件費に係る直接費に対する間接費の割合の算出方式を備考欄に記入すること。なお、人件費に係る直接費に対する

間接費の割合は、「間接人件費（様式第８号合計数）÷直接人件費（様式第７号合計数）」により算出されていること。 

 

 

様式第９号 

直接物件費算出内訳 

物 件 項 目 金 額 備 考 
 円  

 

   

合 計   

注１ 様式第６号の直接物件費の内訳として作成すること。 

 ２ 当該経費は直近の過去１年の事業実績を基礎とするものとし、その年度を備考欄に記入すること 
  

  

 

合 計 備 考 

 円 円  

    


